
資料1-1

















南長野

運動公園

川中島古戦場

史跡公園

小
市
橋

ホワイトリング

犀川

エムウェーブ

長野

運動公園

千
曲
川

善
光
寺

長野駅

ビッグハット

２０２０年11月１日現在

都市計画道路整備状況図
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第１回都市計画道路見直しの概要

≪全国的に高まる都市計画道路見直しの機運≫

◇ 社会経済情勢の変化
（少子高齢化の到来、特に地方部で停滞する経済情勢など）
◇ 長期間に渡る未着手都市計画道路の存在
（地権者への不利益、土地利用計画への影響など）

◇ 道路・交通を取り巻く諸環境の変化

優先整備路線を

踏まえた

都市計画道路の

見直し

≪長野市都市計画マスタープラン≫
【道路・交通施設整備の重点方策】

◇優先的な道路整備の検討と実施

『都市計画道路の見直し』

・長野市道路整備プログラム検討

・長野市都市計画道路見直し案の検討

≪都市計画道路見直し指針≫
◇見直しにおける概略手順及び評価方法の提示

・県としての見直し指針の作成

１ 見直しの背景と必要性

【整備状況】

【第１段階】

（Ｈ16～18）

【第２段階】

（Ｈ19）

【第３段階】

（Ｈ20～21）

整備済み
(約141km/54.0%)

未整備
(約106km/41.2%)

優先整備
(5年以内)

調査･事業中
(約13km/4.8%)

短期整備（10年以内) 中長期整備(10年以上)

現行
(現計画のとおり)

変更検討
(線形変更、幅員の縮小・拡大

又は路線の廃止)

整備
(5～10年)

優先整備
(5年以内)

現行
(現計画のとおり)

変更
(線形変更、

幅員の縮小・拡大)

整備
(5～10年)

廃止
(路線の廃止)

《都市計画道路（100路線、約260km）》

（H21.3月末現在）

◇路線評価Ⅰ(道路特性による評価・分類)

◇路線評価Ⅱ(｢代替性｣｢必要性｣｢実現性｣による評価・検証)

◇時点修正と評価の補正･検証

路線評価Ⅱの補正

路線評価Ⅰの時点修正

定性的要因の検証

調査・事業化 ５年ごとに検証

見直し対象

約10km 約13km 約40km 約42km 約14km

２ 見直し作業の内容
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第 77 回 長野市都市計画審議会 

令和２年 11 月 20 日 

都市整備部 都市政策課 
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○長野市都市計画審議会条例（平成12年3月30日条例第5号） 

長野市都市計画審議会条例 

平成12年３月30日 

長野市条例第５号 

  

改正 平成13年６月29日条例第20号    

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条の２第１項の規定に基づき、長野市都市計画審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員30人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 市議会議員 

(２) 学識経験者 

(３) 民間諸団体の代表者 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 市長が必要と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員及び専門委員） 

第４条 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くこと

ができる。 

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 

３ 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。 

４ 臨時委員は当該特別な事項に関する調査審議が、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了

したときは、解任されるものとする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、学識経験者として委嘱された委員のうちから委員の選挙によりこれを

定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが

できない。 

３ 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（書記） 

第７条 審議会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。 

２ 書記は、会長の命を受け、審議会の所掌事務に従事する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（長野市都市計画調査審議会条例の廃止） 

２ 長野市都市計画調査審議会条例（昭和44年長野市条例第50号）は、廃止する。 

（長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 
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３ 長野市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和41年長野市条例第24号）の一部を次のように改

正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成13年６月29日条例第20号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 



  

長野市都市計画審議会運営要綱 
 

（趣旨） 
第１ この要綱は、長野市都市計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 
（招集の通知） 

第２ 会議の招集は、会議を招集する日の３日前までに、会議の日時、場所及び会議

の目的を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなけれ

ばならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。 
 （欠席の申出） 
第３ 第２の規定により招集の通知を受けた委員、臨時委員及び専門委員は、やむを

得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出な

ければならない。 
 （専門委員の会議への出席等） 
第４ 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて意見

を述べ、又は説明することができる。 
 （関係人の会議への出席等） 
第５ 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席及び発言を求めることがで

きる。 
 （議事録） 
第６ 審議会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。 
２ 議事録には、議長及び議長が指名した２人の委員が署名しなければならない。 
 （部会） 
第７ 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 
４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 
５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する者が、その職務を代理する。 
６ 部会は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。 
７ 会長は、審議会において調査審議する事項を部会に付託することができる。 
８ 部会長は、部会の調査審議が終了したときは、調査審議の経過及び結果を審議会

に報告しなければならない。 
９ 第２から第６までの規定は、部会について準用する。この場合において「会長」

とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 
 



  

 （庶務） 
第８ 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 
 （補足） 
第９ この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 
 

附 則 
 この運営要綱は、平成 12 年４月１日から適用する。 



  

長野市都市計画審議会運営細則 
 

（趣旨） 
第１ この運営細則は、長野市都市計画審議会運営要綱第９条の規定に基づき、長野

市都市計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 
（審議及び議事録の公開） 

第２ 審議会の会議は、審議会の透明性の確保を図るため、原則として公開とする。

ただし、公正な議事運営を確保する上で審議会が必要と認める場合は公開しない。 
２ 審議会の議事録は、原則として公開とする。ただし、審議会が必要と認める場合

は、公開しない。 
（審議会の傍聴） 

第３ 会議の傍聴を希望する者は、事前（議案の縦覧期間中）に縦覧場所の傍聴希望

者名簿に必要事項を記載し申し込むものとする。ただし、住所・氏名・電話番号を

記載したハガキ等によっても申し込みすることができるものとする。 
２ 審議会は、傍聴希望者名簿及びハガキ等の申し込みにより、抽選のうえ、傍聴を

希望する者へ傍聴の可否を事前に通知するものとする。ただし、傍聴者の人数は 15
名以内とし、事前に議案に対する意見書を提出した者が優先されるものとする。 

３ 議長は、審議会の秩序を維持するため、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動

をした傍聴人を退場させることができる。 
（議決の方法） 

第４ 議案の採決は、委員の挙手により行うものとする。ただし、反対意見書が提出

された案件及び意見書の提出がない案件でも委員から異議があった場合は、無記名

投票により採決を行うものとする。 
（委員の代理出席） 

第５ 委員以外の者の代理出席は認めない。ただし、第４号委員で、委員が属する機

関の意思を表明し得るものに限り代理出席を認めるものとする。 
 

附 則 
 この運営細則は、平成 12 年８月 30 日から適用する。 
   附 則（第４の改正） 
 この運営細則は、平成 24 年 8 月 31 日から適用する。 
 


